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参考資料２：周辺図
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参考資料３－２：外構図
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参考資料４：現況の写真
①建物⻄側 ②

③ ④建物南側
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○東松山市市民健康増進センター条例 

平成１２年３月２２日 

条例第３号 

（設置） 

第１条 市民の健康増進と世代間相互の交流の場を確保し、もって市民福祉の向上に

寄与するため、東松山市市民健康増進センター（以下「センター」という。）を設

置する。 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

(1) 東松山市市民健康増進センター 

(2) 東松山市大字神戸８８５番地１ 

（休館日） 

第３条 市長は、管理上必要があると認めるときは、センターの休館日を定めること

ができる。 

（利用時間） 

第４条 センターの利用時間は、午前９時から午後９時３０分までとし、浴場の利用

時間については、午前１０時から午後９時までとする。ただし、センターの管理上

必要と認めるときは、市長は利用時間を変更することができる。 

（業務） 

第５条 センターは、次に掲げる事業を行う。 

(1) 市民の健康増進と世代間相互の交流の推進事業に関すること。 

(2) 舞台付和室、小和室、トレーニングルーム、多目的ルーム、浴室及び会議室並

びに附属設備（以下「設備等」という。）の提供に関すること。 

（利用の制限） 

第６条 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、センターを利用させないものとする。 

(1) センターの設置目的に反すると認められるとき。 

(2) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。 

(3) 営利を目的とするとき。 

(4) その他管理上支障があると認められるとき。 

参考資料５－１：施設管理条例



（入館料等） 

第７条 センターを利用する者（以下「利用者」という。）は、次の各号に掲げる区

分に応じて入館料を納付するものとする。 

(1) 市内に住所を有する６０歳未満の者 １人１回３００円 

(2) 市内に住所を有する６０歳以上の者 １人１回１００円 

(3) 市外に住所を有する者 １人１回４００円 

２ 市長は、センターの利用者の利便を図るため、前項の入館料の額から１０パーセ

ント以内の割引をした額をもって回数券を発行することができる。 

３ 前項の回数券の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、

１人につき１回入場することができる券を１１枚つづったものとする。 

(1) 市内に住所を有する６０歳未満の者 ３，０００円 

(2) 市内に住所を有する６０歳以上の者 １，０００円 

(3) 市外に住所を有する者 ４，０００円 

４ 利用者が団体で、小和室、多目的ルーム又は会議室のいずれかを利用する場合は、

第１項の入館料又は第２項の回数券のほかに別表に定める使用料を納付するものと

する。 

（入館料等の免除） 

第８条 市長は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものにつ

いては、入館料を免除する。 

(1) 療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

(2) 小学生以下の者 

２ 前項に定めるもののほか、市長が特別な事由があると認めるときは、入館料等を

免除することができる。 

（入館料等の返還） 

第９条 既納の入館料等は、返還しない。ただし、市長が、特別の事由があると認め

るときは、その入館料等の全額又は一部を返還することができる。 

（損害賠償） 

第１０条 利用者は、自己の責任に帰すべき事由によりセンターの設備等を損傷し、

又は備品を紛失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償

しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、こ



の限りでない。 

（指定管理者による管理） 

第１１条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項の規定により、

法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に

センターの管理を行わせることができる。 

（指定管理者の指定の手続） 

第１２条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとする

ものの申請により行う。 

２ 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができる

と認められるものを指定管理者として指定するものとする。 

(1) 市民の平等なセンターの利用を確保することができること。 

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うことがで

きること。 

(3) センターの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができるこ

と。 

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。 

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保する

ことができること。 

（指定管理者の業務） 

第１３条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。 

(1) 第５条に規定する業務 

(2) センターの休館日又は利用時間の変更に関する業務 

(3) 入館料等の納付に関する業務 

(4) 入館料等の免除に関する業務 

(5) 原状回復に関する業務 

(6) センターの施設（設備及び物品を含む。以下同じ。）の維持管理に関する業務 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務 

（管理の基準等） 

第１４条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければなら



ない。 

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。 

(2) センターの施設の維持管理を適切に行うこと。 

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。 

（指定の取消し等） 

第１５条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者

の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命

ずることができる。 

(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。 

(2) 第１２条第２項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。 

(3) 前条各号に掲げる基準を遵守しないとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当

でないと認められるとき。 

２ 市長は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受ける

ことがあっても、その補償の責めを負わない。 

（指定管理者による施設の現状変更等） 

第１６条 指定管理者は、センターの施設の改修、増設その他市長が別に定める現状

変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。 

２ 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第１項の規定により指定

を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命

ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければな

らない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。 

（利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定） 

第１７条 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、指定管理者にセンターの

利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受

させることができる。 

２ 前項の場合における利用料金は、第７条に定める入館料等の範囲内で指定管理者

が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額

について市長の承認を受けなければならない。 

（委任） 



第１８条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年１２月１５日条例第４５号） 

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２４日条例第１１号） 

この条例は、平成１６年７月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２７日条例第１８号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年６月２７日条例第３８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 改正後の東松山市市民健康増進センター条例（以下「新条例」という。）第１１

条の規定による指定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前に

おいても、第１２条第１項の規定の例により行うことができる。 

（経過措置） 

３ 新条例第１１条に規定する市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に市民健康増進センターの管理を行わせるときは、改正前の東松山市市民健康増進

センター条例の規定により市長がした利用に関する決定（この条例の施行の日以後

の利用に係るものに限る。）は、新条例の相当規定に基づいて指定管理者がした利

用に関する決定とみなす。 

附 則（平成２１年３月２５日条例第７号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

別表（第７条関係） 

利用区分

種別 

午前 午後 夜間 １日 

午前９時～正午 午後１時～午後

５時 

午後５時３０分

～午後９時３０

分 

午前９時～午後

９時３０分 

小和室 １ 団 体 に つ き１ 団 体 に つ き１ 団 体 に つ き１ 団 体 に つ き



多目的ルー

ム 

５１０円 ６１０円 ７２０円 １，８４０円 

会議室 

備考 

１ 市内に住所を有する者（市内に在学又は在勤する者を含む。）で構成する団

体以外の団体が利用する場合の使用料は、上欄に掲げる使用料に１００分の１

５０を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てる。）とする。 

２ 団体とは、５人以上の者が合同で利用する場合とする。 

 



○東松山市市民健康増進センター条例施行規則 

平成１２年３月３１日 

規則第３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東松山市市民健康増進センター条例（平成１２年東松山市条例

第３号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（利用証の交付） 

第２条 市長は、市内に住所を有するセンター利用者に利用証（様式第１号）を交付

する。 

（利用の手続） 

第３条 センターを利用しようとするときは、前条の利用証を提示し、個人利用者名

簿（様式第２号）又は団体利用者名簿（様式第３号）に必要な事項を記入するもの

とする。 

２ 団体で小和室、多目的ルーム又は会議室のいずれかを利用しようとするときは、

あらかじめ利用の予約をするものとする。 

（入館料等の納付） 

第４条 条例第７条第１項の規定による入館料等の納付は、券売機による利用券（様

式第４号）の購入をもって代えるものとする。 

２ 条例第７条第２項の規定により発行する回数券（様式第４号の２）は、受付で購

入するものとする。 

（入館料等の免除等） 

第５条 条例第８条の規定による入館料等の免除を受けようとする者は、あらかじめ

入館料等免除申請書（様式第５号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、入館料等の免除を受けた者のうち、条例第８条第１項に規定するものに

入館料等免除利用証（様式第６号）を交付するものとする。 

３ 前項の入館料等免除利用証の交付を受けた者は、入館料等免除利用証を提示する

ことにより、センターを利用することができる。 

（遵守事項） 

第６条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 使用した設備及び備品は、原状に復して整理整頓すること。 

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。 

(3) 他の者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。 

(4) その他市長の指示に従うこと。 

（指定管理者制度による読替え） 

第７条 条例第１１条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、

第２条、第５条及び第６条の規定及び様式第１号、様式第５号及び様式第６号の規

定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第８条 条例第１２条第１項の規定による申請は、市長が指定する期限までに様式第

７号の指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することによ

り行わなければならない。 

(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類 

(2) 事業年度の事業報告書、収支計算書、損益計算書、貸借対照表及び財産目録又

はこれらに準ずる書類 

参考資料５－２：施設管理条例施行規則



(3) 事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類 

(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類 

(5) 条例第１３条に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（指定等） 

第９条 市長は、指定管理者を指定したときは、当該指定した法人又はその他の団体

（以下「指定団体」という。）に対し、様式第８号の公の施設の指定管理者指定等

通知書によりその旨を通知するとともに、次の各号に掲げる事項について、速やか

に告示するものとする。 

(1) 指定をした日 

(2) 管理を行わせる公の施設の名称 

(3) 指定団体の名称及び事務所の所在地 

(4) 指定の期間 

２ 市長及び指定団体は、センターの管理に関する協定を締結しなければならない。 

（指定の取消し等） 

第１０条 市長は、条例第１５条の規定により指定を取消し、又は期間を定めての管

理業務の全部若しくは一部の停止（以下この条において「指定の取消し等」という。）

を命じた場合は、様式第９号の公の施設の指定管理者指定取消し等通知書によりそ

の旨を通知するとともに、次に掲げる事項について、速やかに告示するものとする。 

(1) 指定の取消し等を命じた日 

(2) 指定の取消し等を命じられた指定団体が管理を行っていた公の施設の名称 

(3) 指定の取消し等を命じられた指定団体の名称及び事務所の所在地 

(4) 期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、その期間と当

該業務の範囲 

（利用料金の承認申請） 

第１１条 指定団体は、条例第１７条第２項の規定により利用料金の額について市長

の承認を受けようとするときは、様式第１０号の利用料金承認申請書を市長に提出

しなければならない。 

２ 前項の申請を承認するときは、市長は、様式第１１号の利用料金承認通知書を指

定団体に通知するものとする。 

（事業報告書） 

第１２条 指定団体は、毎年度終了後、センターの管理業務に関し事業報告書を作成

し、市長に提出しなければならない。 

（委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２４日規則第１５号） 

この規則は、平成１６年７月１日から施行する。 

附 則（平成１８年６月２７日規則第５２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、第９条を第１３条とし、

第６条の次に次の６条を加える改正規定中第８条及び第９条を加える部分は、公布



の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成１９年４月１日前においては、この規則による改正後の東松山市市民健康増

進センター条例施行規則第８条に基づく指定の申請及び同規則第９条に基づく指定

等は、これらの規定中引用される条例の規定にかかわらず、東松山市市民健康増進

センター条例の一部を改正する条例（平成１８年東松山市条例第３８号）附則第２

項の規定に基づき行うものとする。 

附 則（平成２０年４月３０日規則第８７号） 

この規則は、平成２０年５月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１０月１０日規則第１１２号） 

この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２６日規則第９号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日規則第１４号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２２日規則第２２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年２月１８日規則第１１号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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１．募集の目的 

東松山市市民健康増進センター（以下「増進センター」という。）の管理運営を効果 

的かつ効率的に行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。） 

第２４４条の２第３項の規定に基づき、施設の管理運営に関する業務を行う指定管理者 

を募集します。 

この施設は、市民の健康増進と世代間相互の交流の場を確保することで市民福祉の向 

上を目指す施設です。東松山市市民健康増進センター条例（平成１２年東松山市条例第 

３号。以下「条例」という。）に定める管理の基準等に基づいて、健康長寿都市の実現 

を目指し、施設の持つ機能を有効に活用した管理運営を行うこととします。 

申請にあたっては、新たな視点からサービスの質の向上と管理コストの削減について

柔軟に検討し、提案していただくことを期待します。 

 

２．施設の概要 

（１）施設の名称等 

  ア 名 称   東松山市市民健康増進センター 

イ 所在地   東松山市大字神戸８８５番地１ 

  ウ 開設時期  平成１２年５月 

エ 建物概要  敷地面積 ３，８５０㎡ 

        構  造 鉄筋コンクリート造平屋建 

        延床面積 ８９５．９５㎡ 

オ 施設内容  トレーニングルーム、多目的ルーム、浴室（カルシウム人工温泉サ 

ウナ付）、大広間（舞台付６０畳）、更衣室、交流サロン、和室、 

茶室、会議室、事務室、調理室 

カ その他   駐車場（第１駐車場４６台の内身障者用３台、思いやり駐車場２台

第２駐車場３４台） 

植裁、館庭 

 

（２）施設の設置目的 

市民の健康増進と世代間相互の交流の場を確保し、市民福祉の向上に寄与する。 

     

（３）施設平面図  別紙１（平面図・配置図）参照 

 

（４）開館時間・休館日 

   開館時間：午前９時から午後９時３０分まで 

（浴場の利用は午前１０時から午後９時まで） 

   休 館 日：管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。 

※令和５年度休館日： ９月 ９日～ ９月１１日（メンテナンス） 

１２月３１日～ １月 ３日（年末年始） 

        ３月 ９日～ ３月１１日（メンテナンス） 
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３．指定期間 

令和７年４月１日～令和１２年３月３１日（５年間） 

 

４．指定管理者の業務の範囲 

指定管理者が行う業務（以下「指定管理業務」という。）の範囲は、条例第１３条に

規定する業務のほか、次の各号に掲げる業務とします。ただし、使用料の強制徴収、行

政財産の目的外使用許可、審査請求に対する決定等、法令により地方公共団体の長のみ

の権限とされているものは除きます。 

業務の詳細は、「東松山市市民健康増進センター指定管理業務仕様書」（別紙２）を

参照してください。 

（１）施設及び設備（以下「施設等」という。）の維持管理に関する業務 

施設等の保守点検、清掃、警備、植栽管理、消耗品等の調達などの次にあげる業務 

  ア 保守管理業務 

  イ 備品等の保守管理業務 

  ウ 保安警備業務 

  エ 施設保全業務 

（２）利用の承認及び利用承認の取消し等に関する業務 

  ア 施設の利用の受付及び承認（取消しを含む。）に関する業務 

  イ 施設の利用案内に関する業務 

（３）健康増進と介護予防に関する業務 

  ア 各種体操教室に関すること 

  イ 介護予防事業に関すること 

  ウ 世代間交流に関すること 

  エ トレーニングルームにおけるマシン等の操作指導に関すること 

  オ カラオケの利用に関すること 

  カ 浴室の利用に関すること 

  キ 高齢介護課が実施するウォーキングイベントへの協力 

（４）その他施設等の効果的・効率的運営に資するために必要な業務 

  ア 事業計画書及び収支計画書の作成 

  イ 事業実績報告書の作成 

  ウ 施設の利用に関する調整 

  エ 利用統計（施設利用者数の集計・分析、市への報告、業務への反映） 

（５）利用料金の徴収に関する事務 

   施設の入館料等の徴収に関する事務（入館料等は、指定管理者の収入とします｡なお、

入館料等は条例に定める範囲内で、指定管理者が市の承認を得て決定します｡） 

（６）その他市が指示する業務 

   大規模な災害が発生した際には福祉避難所としての機能を果たします。別紙３参照。 

 

５．指定管理業務の実施に係わる基準 

指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければなりません。 
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（１）関係法令等の遵守 

   業務の遂行にあたっては、次の関連する法令等を遵守することとします。 

  ア 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  イ 東松山市市民健康増進センター条例（平成１２年条例第３号） 

  ウ 東松山市市民健康増進センター条例施行規則（平成１２年規則第３号） 

  エ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５

７号）、その他労働関係法令 

  オ その他の関係法令（施設の安全確保のための各種規制法令等） 

（２）行政手続条例の適用 

   施設の利用承認等の手続きにあたり、指定管理者が行政庁となって東松山市行政手

続条例（平成９年条例第２７号）が直接適用される条項については、指定管理者は当

該条項を遵守することとし、同条例が直接適用されない第４章（行政指導）について

は、指定管理者は、その趣旨に則り同条例に準じた取扱いをすることとします。また、

不利益処分をする場合の事前手続きにあたり、指定管理者に直接適用されない東松山

市聴聞規則（平成６年規則第２６号）については、指定管理者は、その趣旨に則り同

規則に準じた取扱いをすることとします。 

（３）情報公開 

   指定管理者が直接業務を行うにあたり作成し、又は取得した文書で、指定管理者が

管理しているものの公開については、東松山市情報公開条例（平成１５年条例第２８

号）の趣旨に則り、指定管理者が別途情報公開規程等を定めることとします。 

（４）個人情報の取扱い 

   個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の規定により、指定管理

業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい・滅失及び毀損などの事故の防止その

他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じることとします。 

（５）守秘義務 

   指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らし

たり、自己の利益のために使用したりしてはならないこととします。指定管理期間が

終了した後も同様とします。 

（６）文書の管理・保存 

   指定管理者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、指定管理者が別途文書の

管理に関する規程等を定め、適正に管理・保管することとします。また、指定期間終

了時に、市の指示に従って引き渡していただきます。 

（７）日報・月報の作成及び報告 

   指定管理者は、市のモニタリング実施のため、自らの管理業務の記録として、日々

作成する業務日報に基づき、毎月、月例業務報告書を作成し、市へ報告していただき

ます。 

（８）事業計画書及び収支計画書の提出 

次年度の事業計画書及び収支計画書について、市と調整を図ったうえで作成し、提

出していただきます。 

（９）事業実績報告書等の提出 
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年度終了後に、基本協定書に基づき業務全般に係る事業実績報告書等を作成し、翌

年度の４月末までに提出していただきます。 

（10）指定管理業務の一括委託の禁止及び第三者への委託 

指定管理者業務の実施にあたり、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせる

ことは認められません。ただし、あらかじめ市の承認を受けた場合には、業務の一部

を第三者に委託し、又は請け負わせることができます。なお、第三者委託をする場合

は、市内業者に優先発注するよう努めてください。 

（11）環境への配慮 

   省エネルギーや省資源等に可能な限り取り組むとともに、規制を受ける環境関係法

令等を遵守し環境負荷の低減に努めることとします。 

（12）現在従事している職員への配慮 

   現在当該施設の業務に従事している職員の処遇について配慮してください。 

（13）公租公課 

   指定管理者については、法人税、消費税及び地方消費税、法人住民税、法人事業税、

固定資産税（償却資産）等の納税義務を負う場合があります。詳細は下記の各関係機

関にお問い合わせください。 

 

税務官公署 問合せ先 所管する国税又は地方税 

税務署 本店を所管する税務署 法人税、消費税及び地方消費税 

東松山県税事務所 0493－23－8906 
法人県民税、法人事業税、 

地方法人特別税 

東松山市役所課税課 0493－23－2221(代表) 法人市民税、固定資産税 

 

６．管理運営に要する経費 

（１）指定管理業務に係る経費 

次に掲げる必要な経費を計上してください。 

  ① 施設の運営や維持管理に要する経費 

    ○人件費（法定福利費、退職給与引当金を含む） 

    ○事務費（消耗品費、通信運搬費、旅費、事務機器リース料、備品購入費等） 

    ○管理費（施設等保守管理費、修繕費、光熱水費、一般管理費、カラオケ機器リ

ース料、トレーニング機器リース料、コインロッカーリース料等） 

※なお、トレーニング機器については現リース契約の更新は行わず、機

器の全面リニューアルを目的として新たに契約を行い対応すること。 

    ○負担金 

    ○その他必要な経費 

   なお、経年劣化又は特定できない第三者の行為により生じた施設・設備の修繕・更

新や新品の購入については次の取り扱いとします。 

  ア 施設・設備の修繕・更新 

    １件あたりの見積り金額が５０万円までは指定管理者の責任と経費負担において

実施し、５０万円を超えるものについては、市と指定管理者が協議を行い、市が必
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要と認めるものについては、市の経費負担において実施することとします。 

  イ 備品の購入 

    １件あたり見積金額が１０万円までは指定管理者の費用により購入することと

し、１０万円を超えるものについては、市と指定管理者が協議を行い、市が必要と

認めるものについては、市の費用により購入することとします。なお、リースによ

る調達が可能な備品については協議の上リースに変更することがあります。 

  ② その他市から指示された業務に係る経費  

（２）指定管理料 

   法第２４４条の２第８項の規定に基づき、利用者が支払う施設の使用料を指定管理

者の収入とする「利用料金制」を採用しますので、施設の運営や維持管理等に要する

経費から、利用料金収入として見込まれる額を差し引いた額を指定管理料として支払

います｡ただし、提案された指定管理料は、議会の議決を経て、会計年度ごとに別途締

結する協定により確定するため、提案額が必ずしも保証されるものではありません。 

なお、自主事業については、指定管理者の自主財源等をもとに指定管理者の経営努

力により実施して下さい。 

（３）指定管理料の精算 

指定管理者が市で示した要求水準を満たしながら業務を実施する中で、利用料金収

入の増加や経費節減など、指定管理者の経営努力により生み出された剰余金について

は、原則として精算による返還は求めません。ただし、その利益が管理業務と収支の

状況からみて客観的に過大と認められる場合は、施設減価償却費相当額等を、市と協

議のうえで納付金として納めていただく場合があります。なお、自動販売機の売上に

ついては、その１％以上を市に納付するものとし、収支予算書において、指定管理者

が市に納付する率を１台毎に提案してください。 

また、利用料金収入の減少などにより生じた不足額については、原則として補填し

ません。 

（４）利用料金 

利用料金の額は、条例で定める額の範囲内で、現行の料金を基礎として設定してく

ださい。 

（５）管理口座・区分経理 

   指定管理業務に係る経理は、団体自体の口座とは別の口座で管理してください。ま 

た、指定管理業務に係る経理とそれ以外の業務に係る経理は、区分して整理してくだ 

さい。 

（６）消費税について 

消費税は１０％で計算してください。 

 

７．市と指定管理者のリスク分担 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

指定管理者 東松山市 

物価・金利変動 人件費・物品費等の物価変動や金利変動に伴

う一般的な経費増加（特別な要因を除く） 
○  
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特別な要因に伴う経費増加 協議 

支払遅延 指定管理者の責めに帰すことができない理

由で市からの指定管理料の支払いが遅延し、

それにより指定管理者に費用負担が発生し

た場合 

 ○ 

法令等（税制度

を除く）の変更 

指定管理者自身に係る法令変更に伴う経費

増加 
○  

上記以外の一般的な法令変更に伴う経費増

加 
協議 

税制度の変更 消費税の変更や施設の管理運営に直接影響

を及ぼす制度変更に伴う経費増加 
 ○ 

上記以外の一般的な制度変更に伴う経費増

加 
○  

議会の議決が得

られなかった場

合 

指定管理候補者となったが、議会の議決を得

られず指定できなかった場合、管理運営準備

のために負担した費用 

○  

政治・行政上の

理由による事業

変更 

政治、行政上の理由により、施設管理・運営

業務の継続に支障が生じた場合又は指定管

理業務の変更を余儀なくされた場合の経費

及びその後の当該事情による増加経費負担 

 ○ 

不可抗力 不可抗力（豪雨、暴風、洪水、地震、落雷等

の天災や、戦争、テロ、暴動等の人災その他

市又は指定管理者のいずれの責めにも帰す

ことのできない現象）に伴う施設・設備の復

旧経費及び業務履行不能による損害 

協議 

利用者・地域住

民への対応 
指定管理業務に関する要望・苦情等への対応 ○  

上記以外に関する要望・苦情等への対応  ○ 

施設・設備の損

傷 
管理上の瑕疵によるもの ○  

施設・設備の設計・構造上の原因によるもの  ○ 

第三者への賠償 指定管理者及び業務の一部を再委託された

者の責めに帰すべき事由により第三者へ損

害を与えた場合 

○  

施設・設備の設計、構造上の原因により第三

者へ損害を与えた場合 
 ○ 

施設・設備の修

繕・更新、新た

な物品購入 

経年劣化又は特定できない第三者の行為に

より生じた施設・設備の修繕・更新や備品の

購入 

「６．管理運営に要する

経費」に記載のとおり 

各種保険 火災保険への加入  ○ 

その他指定管理業務に関わる各種保険の加

入 
協議 

※ 表に定める事項で疑義がある場合又は表に定めのないリスクが生じた場合は、市と指

定管理者が協議のうえで、リスクの分担を決定するものとします。 
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８．事業実施状況のモニタリング等 

  市は、指定管理者が行う業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保するため、

モニタリングを実施します。 

 

（１）利用者へのアンケート等の実施 

   利用者の利便性向上等の観点から、指定管理者はアンケート等により施設利用者の

意見・苦情等を聴取し、その結果及び業務改善への反映状況について、市に報告して

いただきます。 

   なお、苦情、意見等については、その対応等について業務日報等へ記録し、市へ報

告していただきます。 

（２）帳簿書類等の提出要求 

   市の監査委員等が市の事務を監査するために必要があると認めた場合、指定管理者

に対して帳簿書類その他の記録の提出を求める場合があります。 

（３）モニタリング結果に基づく勧告等 

   モニタリングの結果、指定管理者の管理業務が要求水準を満たしていないと判断し

た場合、市は、期日を定めて、指定管理者に管理業務の改善等必要な措置をとること

を勧告することができます。 

   この期日において、なお管理業務の改善等が行われていないと市が判断する場合、

市は期日を定めて、指定管理者に管理業務の改善の指示を行います。 

   これらを経ても、なお管理業務の改善等が行われていないと市が判断する場合、市

は、指定の取消し又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることがあ

ります。 

 

９．申請者の資格等 

（１）申請者の資格 

申請者は、次の条件をすべて満たす法人その他の団体（以下「団体等」という。）

とします。個人での申請はできません。 

ア トレーニングルーム及び浴場を含む健康施設等の管理運営実績があること。 

イ 指定管理開始日時点で、県内に活動拠点となる事業所又は事務所等を有すること。 

 

（２）欠格事項 

次のいずれかに該当する団体等は申請できません。また、申請後においても、次の

事項に該当することとなった場合は指定を受けられません。 

なお、オからキの項目については、埼玉県警察本部に照会をすることがあります。 

ア 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定により、一 

般競争入札等の参加を制限されている団体等 

イ 東松山市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２８年４月１日制定）に

よる入札参加停止の措置を受けている団体等 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、又 
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は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがな 

されている団体等 

エ 国税・地方税を滞納している団体等 

オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止法等に関する法律(平成３年法律第７ 

７号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 

カ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しく 

は暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者(以下「暴力団の構成員 

等」という。)の統制の下にある団体等 

キ 代表者等(法人にあってはその役員(非常勤を含む。)及び経営に事実上参加して 

いる者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加している者を

いう。)が暴力団の構成員等である団体等 

（３）グループで申請する場合の留意事項 

グループで申請する場合は、次の事項に留意してください。 

ア グループの名称及び代表者を定めて、「グループの協定書又はこれに準ずる書類」 

を提出してください。 

イ 単独で申請した法人又は団体は、グループ申請の構成員になることはできません。 

ウ 複数のグループにおいて、同時に構成員になることはできません。 

エ 構成員のいずれかが上記（２）ア～キのいずれかに該当する場合は申請できませ 

ん。また、申請後において、上記（２）ア～キのいずれかに該当する場合は指定を 

受けられません。 

 

10．施設見学会の開催 

希望に応じて施設の見学会を開催します。参加を希望する場合は、東松山市市民健康

増進センター施設見学会参加申込書（様式６）を８月９日（金）午後５時までに電子メ

ールでご提出ください。 

日時：令和６年８月２２日（木）１４時から 

場所：東松山市市民健康増進センター 

 

＜提出先＞ 

  東松山市健康福祉部高齢介護課 

  メールアドレス：koureikaigo@city.higashimatsuyama.lg.jp 

 

11．質問書の受付及び回答 

募集要項の内容等に関する質問は、次のとおり受け付けます。 

提出期限：令和６年８月３０日（金） 午後５時まで 

提出方法：電子メールにより東松山市市民健康増進センター指定管理者指定申請に

関する質問票（様式７）を提出してください。 

回答方法：回答は原則として令和６年９月４日（水）までに東松山市ホームページ

に掲載します（質問者名は公表しません）。なお、質問内容によっては

回答までに期間を要する場合や、内容を要約して掲載する場合もありま

mailto:koureikaigo@city.higashimatsuyama.lg.jp
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すので、あらかじめご了承ください。 

 

＜提出先＞ 

  東松山市健康福祉部高齢介護課 

  メールアドレス： koureikaigo@city.higashimatsuyama.lg.jp 

 

12．申請書類の提出等 

（１）申請書類 

申請にあたっては、下記の書類を提出してください。 

なお、市が必要と認める場合は追加資料の提出を求めることがあります。 

  ※申請書等 

  ア 指定管理者指定申請書（規則様式第７号） 

  イ 東松山市市民健康増進センター事業計画書（様式１） 

ウ 東松山市市民健康増進センター収支予算書（様式２） 

※団体の概要が分かる資料 

  エ 団体等の概要書（様式３） 

  オ 定款、寄付行為、規約又はこれらに準ずる書類 

カ （法人の場合）登記事項証明書 

キ 役員名簿（氏名・住所・生年月日を記載すること） 

 ク 事業報告書、損益計算書、貸借対照表、財産目録又はこれらに準ずる団体の財務

状況が分かる書類（直近３年分） 

  ケ 国税の納税証明書（その３の３） 

コ 地方税（法人住民税・法人事業税）の納税証明書（各直近３年分） 

   ただし、納税証明書が「未納の税額がないこと」を証明する場合は、令和６年

７月２９日以後に発行されたものとする。 

  サ （グループ申請の場合）グループ構成団体一覧表（様式４） 

  シ （グループ申請の場合）グループの協定書又はこれに準ずる書類 

  ス （グループ申請の場合）申請手続き等に関する委任状（様式５） 

  ※その他 

セ 誓約書（様式８） 

◎ア～セの順にファイルで綴じること。 

 

（２）提出方法及び提出先 

ア 持参の場合 

令和６年９月９日（月）から令和６年９月２０日（金）までの午前９時から午後

５時まで（ただし、正午から午後１時まで、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

イ 郵送の場合 

原則として書留とし、令和６年９月２０日（金）午後５時必着とします。 

 

＜提出先＞ 

mailto:koureikaigo@city.higashimatsuyama.lg.jp


-10- 
 

〒３５５－８６０１ 

埼玉県東松山市松葉町１丁目１番５８号 

東松山市政策財政部契約検査課 

電話 ０４９３－２１－１４４５ 

 

（３） 留意事項 

ア 提出期限後に提出された申請書は受付けません。 

イ 提出書類の追加、再提出、差替え、内容変更は、原則として認めません。 

ウ 提出書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

  エ 申請に要する経費は、申請者の負担とします。 

オ 申請書類等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、市は、指定管理者の決定

の公表等必要な場合には、申請書類の内容を無償で利用できるものとします。 

カ 申請書類提出後に応募を辞退する場合は、辞退届（様式は任意）を提出して下さ

い。 

キ 申請書類の提出部数は、正本１部、副本１２部（副本は複写可）計１３部としま

す。 

 

13．選定方法等について 

（１）選定手続き 

東松山市指定管理者調査委員会において、申請書等による書類審査、申請者による

プレゼンテーションを実施し、その後、東松山市指定管理者選定委員会において指定

管理者候補者を決定します。プレゼンテーションの実施日及び場所等については下記

のとおりです。 

実施日：令和６年９月２６日（木） 

場 所：東松山市役所 総合会館４階 多目的ホールＢ 

※開始時間等詳細については決まり次第通知します。 

なお、審査の点数が１００点満点中６０点に満たない場合、申請者の資格を満たさ

ないことが判明した場合、申請書類に虚偽記載があった場合及び所定の申請書類がすべ

て整っていない場合は、失格とします。 

申請者が提出した収支予算書の額と市の想定額が著しく乖離している場合は、失格

とすることがあります。 
また、指定管理者候補者が正式に指定管理者として指定されるまでの間に、指定管

理者候補者に事故等があった場合は、選定されなかった申請者のうちから新たに指定

管理者候補者を選定する場合があります。 

（２）選定基準 

   指定管理者の選定基準は次のとおりです。 

 ア 市民の平等な利用を確保できること。 

  イ 関係法令、条例及び規則等を遵守し、適正に管理運営を行うことができること。 

  ウ 施設設置の目的を効果的に達成し、効率的な管理運営を行うことができること。 

  エ 施設の維持管理を適切に行うことができること。 
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  オ 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。 

  カ 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保すること

ができること。 

 

（３）審査基準 

審査については、次の項目に基づき行います。 

審査項目 審査のポイント 

Ⅰ 基本方針について 

 1 管理運営に対する基本方針、

理念 

施設の管理運営に対する基本方針や理念が、市の

方針に沿ったものになっているか。 

2 施設の目的及び役割の理解 施設の設置目的や役割を理解し、それに沿った基

本方針になっているか。 

3 施設の現状及び課題の分析 施設の現状を分析し、課題を理解できているか。 

Ⅱ 管理運営計画について 

 ⅰ）施設維持管理業務 

1 施設維持管理計画 施設が良好な状態を保てるよう適正な施設維持

管理計画を立てているか。 

2 修繕計画 計画的な修繕を予定しているか。 

ⅱ）施設運営業務 

1 市民の平等な利用の確保 市民の平等な利用を確保する措置が講じられて

いるか。 

2 利用者の満足度の把握 利用者の声を聴いたり、満足度を測ったりする方

法が用意されているか。 

3 要望等への対応 要望・苦情に対応する方法や体制が明確になって

いるか。 

4 サービスの向上に関する提案 施設の課題を解決し、利用者へのサービスが向上

する提案がなされているか。 

ⅲ）自主事業 

1 効果的な自主事業の提案 施設の設置目的を効果的に達成する具体的な提

案がなされているか。 

2 サービスの向上に対する貢献 利用者へのサービス向上につながる自主事業の

提案となっているか。 

3 施設の有効利用 施設の有効利用に資する自主事業の提案となっ

ているか。 

Ⅲ 運営体制・組織について 

 ⅰ）職員体制 

1 職員の適正配置 適正な管理運営を行うために合理的な人員が配

置されているか。また、必要な資格や経験年数等

は満たしているか。 
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2 人材育成 研修等、職員に対するスキルアップの方策が講じ

られているか。 

3 適正な就業条件、雇用形態 職員の就業条件や雇用形態は適正か。 

4 現在従事している職員の処遇 現在当該施設の業務に従事している職員の処遇

について配慮しているか。 

ⅱ）業務実施体制 

1 適切な業務委託 業務の一部を第三者に再委託する場合、その方法

や内容は適切か。また、効率的な委託となってい

るか。 

2 市内事業者の活用 業務の一部を第三者に再委託する場合、市内事業

者を優先的に活用する予定はあるか。 

3 地域との連携 地域の住民や他の団体等と連携し、効果的に事業

を実施する体制があるか。 

ⅲ）安全管理・危機管理 

1 利用者の安全・防犯対策 利用者の安全や防犯に対する対策は講じられて

いるか。 

2 業務マニュアルの整備 常に業務が円滑に進むようマニュアル等は整備

されているか、若しくは今後整備する予定はある

か。 

3 職員への周知・教育 業務内容等を職員へ周知し、教育する措置は講じ

られているか。 

4 緊急時の危機管理体制 事故や災害等、緊急時の危機管理体制は整備され

ているか。 

ⅳ）情報公開・個人情報・文書管理 

1 情報公開 情報公開に対する適切な措置が図られているか。 

2 個人情報保護 個人情報の保護に対する適切な措置が図られて

いるか。 

3 文書管理 文書の管理・保存に対する適切な措置が図られて

いるか。 

Ⅳ 履行の確実性について 

 ⅰ）履行実績・財務状況 

1 履行実績 過去の同様施設における管理運営経験、利用者満

足度、自主事業の内容等を総合的に評価 

2 経営の安定性 財務諸表等から経営の安定性を総合的に評価 

ⅱ）経理関係 

1 収支計画 収支計画は適正と認められるか。 

2 経費縮減 無理なく経費の縮減を図っているか。 

3 経理上の問題への対応 予定以上の経費を要した場合等、経理上の問題が

発生した場合の対応策は講じているか。 
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4 収益の還元 収益（自動販売機の売上）の還元の方法等につい

て評価 

Ⅴ 提案金額 

 提案金額 提案金額の多寡について 

Ⅵ その他 

 1 その他特筆すべき点 評価項目以外で特に優れた点があるか。 

2 プレゼンテーション プレゼンテーションは適切に行われたか。 

（４）選定結果の通知について 

   すべての申請者に対して、令和６年１０月下旬までに通知する予定です。 

 

14．候補者選定後の手続き等 

（１）仮基本協定の締結 

指定管理者候補者の決定の後、指定管理者候補者と市において、施設の管理運営業

務に関する包括的な事項を定めた仮基本協定を締結します。 

（２）指定管理者の指定 

令和６年東松山市議会１２月定例会による議決を経て、東松山市長が文書で指定し

ます。また、指定後は、速やかに指定団体の名称等を告示するとともに、選定結果を

市ホームページで公表します。 

（３）引継ぎ及び準備行為の実施 

指定管理者は、市と協議し、指定期間の始期から円滑に指定管理業務が実施できる

ように、前管理者から事務を引き継ぎ、必要な準備行為を行うものとします。また、

市の開催する研修及び会議に職員を参加させることとします。 

（４）その他 

指定管理者が、仮基本協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指

定を取り消し、協定を締結しないことがあります。 

ア 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、指定管理業務の履行が確実でない 

と認められるとき。 

イ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者として業務を行うことについて 

ふさわしくないと認められるとき。 

ウ 協定書に規定する指定の取消し事由に該当すると認められるとき。 

エ 申請や審査過程その他において不正な行為があったと認められるとき。 

 

15．問合せ先 

〒３５５－８６０１ 

埼玉県東松山市松葉町１丁目１番５８号 

東松山市健康福祉部高齢介護課 

  電 話：０４９３－２１－１４０６    

ＦＡＸ：０４９３－２２－７７３１ 
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○ 添付資料等 

 （１）（別紙１） 平面図・配置図 

 （２）（別紙２） 東松山市市民健康増進センター指定管理業務仕様書 

 （３）（別紙３） 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定書 

（４）（別紙４） 市民健康増進センターの来館者数・収支実績（令和元～５年度） 

（５）（別紙５） 市民健康増進センターの教室実績（令和元～５年度） 

 （５）（規則様式第７号） 指定管理者指定申請書 

 （６）（様式１） 東松山市市民健康増進センター事業計画書 

 （７）（様式２） 東松山市市民健康増進センター収支予算書 

 （８）（様式３） 団体等の概要書 

 （９）（様式４） グループ構成団体一覧表 

 （10）（様式５） 申請手続等に関する委任状 

 （11）（様式６） 東松山市市民健康増進センター施設見学会参加申込書 

 （12）（様式７） 東松山市市民健康増進センター指定管理者指定申請に関する質問票 

 （13）（様式８） 誓約書 

 

 



参考資料７－１：健康増進センター来館者数・収入・支出データ
単位【人】

R2 R3 R4 R5 R6
来館者数計 29,518 45,733 57,044 66,122 72,478

うちジム利用者 13,853 20,234 29,899 28,889 32,444
利用率 46.9% 44.2% 52.4% 43.7% 44.8%

うちスタジオ利用者 0 327 9,636 15,102 19,349
利用率 0.0% 0.7% 16.9% 22.8% 26.7%

※R1.3～R1.7の期間は休館

※R1.8～R3.12は定員制限を実施

※有料教室はR1.3～R3.12の期間中止　※無料教室はR1.3～R4.3の期間中止

※食堂はR1.3～より中止(R1.8～R2.1の期間再開)

R2 R3 R4 R5 R6 R6%
指定管理料 52,362 47,900 50,184 49,100 49,700 79.6%
売上 3,685 5,565 8,004 10,441 12,442 19.9%

うち券売機 1,150 1,680 2,147 2,700 2,996 4.8%
うち回数券 2,380 3,721 4,861 5,736 6,516 10.4%
うち有料教室 0 164 996 1,920 2,803 4.5%
うち食堂 154 0 0 85 127 0.2%

その他 69 245 343 360 334 0.5%

56,115 53,710 58,532 59,901 62,476 100.0%

R2 R3 R4 R5 R6
１．人件費 28,779 27,373 27,406 28,342 27,960 43.3%
２．事務管理費 20,410 22,077 24,325 24,154 25,685 39.8%
　光熱水費 9,214 12,534 15,268 14,914 16,525 25.6%

　電気 4,004 4,760 6,456 5,485 6,000 9.3%
　水道 1,585 2,218 2,248 2,608 3,016 4.7%
　ＰＬＧ 3,625 5,556 6,564 6,820 7,508 11.6%

　光熱水費修繕費用 2,624 1,963 1,506 1,885 2,259 3.5%
リース料(マシン、カラオケ等) 3,179 2,890 2,890 2,890 2,888 4.5%
その他 5,392 4,690 4,660 4,465 4,013 6.2%

３．施設整備費 61 61 61 61 61 0.1%
４．事業費 116 240 4,185 3,677 3,603 5.6%

教室講師料等 0 240 4,185 3,609 3,491 5.4%
食堂仕入れ費用等 116 0 0 68 112 0.2%

５．施設維持管理 3,551 3,507 3,947 3,508 3,905 6.0%
受水槽等清掃 149 149 149 149 149 0.2%
清掃(床・ガラス・照明器具) 385 385 385 385 385 0.6%
貯湯槽清掃 25 25 25 25 25 0.0%
浄化槽保守・清掃 464 376 376 376 376 0.6%
樹木等管理 261 261 261 261 187 0.3%
消防設備等保守 44 44 44 44 44 0.1%
電気工作物保安 207 207 207 207 234 0.4%
冷暖房機器等保守 356 356 356 356 356 0.6%
自動ドア保守 50 50 50 50 50 0.1%
機械類保守 869 869 435 869 435 0.7%
浴室循環系等配管洗浄 0 0 875 0 952 1.5%
害虫駆除 99 99 99 99 99 0.2%
機械警備 176 176 176 176 179 0.3%
浄化槽検査 14 14 14 13 13 0.0%
簡易水道検査 19 19 19 21 21 0.0%
券売機保守 161 161 161 161 161 0.2%
水質検査・法定点検 163 163 163 163 163 0.3%
トレーニング機器保守 110 154 154 154 77 0.1%

６．その他 3,220 3,231 3,060 3,286 3,360 5.2%

56,136 56,490 62,983 63,029 64,574 100.0%

-21 -2,780 -4,452 -3,128 -2,099 -3.2%

収入計

支出計

来館者数

収入

支出

備考

単位【千円】



№ 修繕・工事名 概要

1 サウナ室壁面修繕

5,000 千円

平成２１年にサウナ室の板を張り替える修繕を行い、一般的な耐用年数１０年を経過している。板の反りや腐食、
汗染みによる黒カビが発生しており、ケガの恐れや不衛生な状況下にある。コロナ禍以降利用を中止しており、修
繕を実施しなければ再開できる状態ではない。

2 LED照明器具回収工事

12,000 千円

現状では玄関のみLED化している状態。全館水銀灯及び蛍光灯からＬＥＤ照明に改修することで、消費電力の削減
や環境に配慮ができる。また水銀灯は製造を終了し、蛍光灯もほぼ製造を終了しており、今後在庫数も少なくなる
ため。

3 男女浴室全面改修工事 

40,000 千円

老朽化による目地の劣化やタイル剥がれ、ひび割れが多数発生しており、安全衛生上改修が必要と判断するため。

4 屋根改修工事

30,000 千円

屋根の老朽化により、降雨時に各所で雨漏りが発生している。

5 大規模改修工事

200,000 千円

東松山市公共施設長寿命化計画上では、築年３０年経過となる令和１１年度を目処に、建築・電気設備・機械設備
について大規模改修を行う(令和１０年度：設計)こととなっている。実施する場合には上記№１～４のうち未実施
のものを含むこととなると思われる。

参考資料７−２：今後実施したいと考えている修繕・工事

金額見込



○無料教室

回数 人数 平均 回数 人数 平均 回数 人数 平均
月 午後 40 543 13.6 39 745 19.1 40 870 21.8
水 午後 40 607 15.2 40 544 13.6 40 831 20.8
金 午後 40 538 13.5 40 902 22.6 40 1,057 26.4

足腰元気体操 月 午後 42 318 7.6 47 857 18.2 43 982 22.8
いきいき体操 火 午前 46 777 16.9 50 1,312 26.2 48 1,588 33.1
らくらくエアロ 火 午後 46 398 8.7 51 624 12.2 49 932 19.0
ストレッチ広場 水 午前 48 635 13.2 49 964 19.7 49 928 18.9

木 午前 46 409 8.9 50 997 19.9 50 1,333 26.7
土 午前 45 622 13.8 48 1,113 23.2 49 1,469 30.0
木 午後 46 516 11.2 12 109 9.1
金 午後 47 537 11.4 49 989 20.2 49 1,180 24.1
金 夜間 9 35 3.9
土 午後 45 579 12.9 48 1,013 21.1 48 1,224 25.5
火 夜間 35 218 6.2
土 夜間 29 172 5.9

かろやか体操 金 午前 48 260 5.4
リセットストレッチ 土 午後 39 132 3.4

イスビクス 土 午前 47 1,076 22.9 49 1,411 28.8
691 7,296 10.6 570 ##### 19.7 554 ##### 24.9

○有料教室
 パンチキック、たのしいフラ、ZUMBA、太極拳、ヨガ等(参加費は全て500円)

1,992 人 3,839 人 5,500 人

参考資料７−３：教室実績

時間
帯

名称
曜
日

令和6

有料教室延べ参加人数

令和5

シェイプアップ

はじめてエアロ

やさしいエアロ

初級エアロ

令和４


